
ぬ益信託ﾖﾐ井記念整形外科学研究肋成基金

2023年度募集要項

熊06-募集案内N0.4-4

このぬ益信託は、をが夕卜れ、リハビリテーションＫ学の専門家であった篤ぶ家により熊本県内の大学、

研究機関または病院などにおける、回1分野の優れた基礎白ﾀJ、臨床的研究を肋成することを目的として

設立されました。

１。助成内容

研究助成

整が外科学及びリハビリテーション医学にＭするる礎的、ほ床的研究で有望かつ優秀とおめ

られるもの。

交流助成

・国内交流　学会シンポジウム等の開催又はこれらへの参加、受け入れなど。

・国際交流　海外出張、外国人研究者来訪交流など。

その他助成

論よの日J刷、翻訳、ｍ版などにＷる費ｍの援肋。

2.助成対象

原則として次のものに所属している研究者又はそのグループ。

（世し、優れた研究を行なっている者としてま営委員会が詔めたときは所属を問わない）

◇熊本県内の大学又はこれに付属する研究機関。

◇熊本県内の研究機関ズは病院であって、国、地方公共団体、ぬ益ぷ人又は法律により直接ほを

された法人にｲ才Ｍするもの康］人病院を除く）。

３．助成き額

上記「2.助成内容」に対する助成金は、川牛肖たり、25万円～100万Ｈとし、運営委員会で決定

する。

４．き考とま定

ぼぎ委員会の審査選考にぶづき決定する。

５．申らみ方法

所定の市J成申訥書により申込む。

６．申丿Åみ締切り

2023年４ｊ １０ 日（月）（かﾖがけ匍

７．ぎ考及びｊ知

募集締切り後に開催する本基すぶ営委員会において選考決定の上、2023年６万ゆにその結果を

お知らせします。

８．助成金の交付

助成決定後すみやかに交付。

９．報告の義務

「助成金使H」報告書」の提出を求める。

【串請書のを■先・回い合わせ先】

〒105-8574　束京都湊Ｋｙ3-33-I
三すﾄﾞ住友信託銀回個人資産受託業務部ぬ益信おEグループ
玉井記念整か外科学研究肋成ま金　申請口

ＴＥＬ　０３-5232-8910（ライ才：平目９ゆ～17剛　ＦＡＸ　０３-5232-8919

（※）む益信託とは

個人の方がＱ益活動のために財産を提供しようという場合や、法人が利ａの一部を社会に還jiしようという場合など

に、信をE銀行に財産を信託し、信託銀liはＱａ信託契約で定められたＱ益目的に従ってその財産を管ミ・運Jilし、
Ｑ益il!1勣を行う制度です。
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坦J昂こ中丿青爽

受だ者　三井住友信だ銀行株式会社　御中

掲題ぬＵ信託による助成金の給付を受けたく、下記のとおり申請します。
なお、二の書類記載の氏名・住所等の個人情報について、ま営委員会等への提供に加えて信託管を人や主務官庁等
に９示することに11意します。
また、肋成を決定しましたときは受給者の氏名・所属・助成,対象のＭ究テーマ・業績等についてか表される場合が
あることに回意します。
れ（法人の場合は、肖該法人の役員等を含みます。）は、後段にに載の「反社会白り勢力ではないことの表１・確め
に関する回意」に記軟の内容を了承します。
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送付先
串請結果のご通ま口等をご自宅宛に郵送希望の場台は右欄に○をｨ才けてください
(○が無い場合は肖i属機関宛にお送りします)
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自宅往所　干
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送付先

串請結果のご通知等を代表者ご住所な夕tに郵送希望の場合は宛先、住所をごＥ入ください
宛先

住所　干

TEL　（　）　　ﾒ-ﾙｱﾄﾞ'ﾚｽ

助成希望
金額 万円

肋成

内容
１研究助成　　　２交流助成（ィ・国内交流　ロ・国際交流）

３その他の事業（　　　　　　　　　　　　　　）
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ま）この串請でご提供いただくＫ名・住所等の個人情報については、ｉ基金の助成事業のためのみに使万1します。また。９成を

決定しまじたときは受給者の氏名・縦ミ・助成対象の研究テ－717 ・業績等について公表するJあ合があります。
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ぐ圭ｔ①ふ口ま91報に間まいがあると、Ｍ成・のＳｇが大Ｓにきれることがあります。

ぐlt②≫ゆうちよ銀行をご才き定のt1台、まａｌＳには振ll用のき45（3桁の・数字）、ロ・・ｇ・には７杜iの振i1ロ・１
号をごＥ入ください。
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所萬機関への寄付金扱いとしますか７

（「する」・「しない」のいずれかに

○をおつけください）

する
●委任経理とする場合は、は下項目のご記入はぞ要です。
(なお、委任経９とする場合、間接経費への充ｉならびに使・者の
変llは認められません)

しない １委任経llとしない場合は、な下項目につきご記入ください。
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・フリガナは、１つのマスに―文字ずつご記入してください。１カタカナさづめでご記入ください。
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【ご留意事項】

a力成金受R又口座が法人45の場台、ま人名
の他、ｨt表者の肩書や代表者もまでの

Ｅ載が1ヽ要です。その場合、洩れなく

iE確にご記入ください。

]F明な場合は、口座を開設したｔ融機関
にご確認ください。

lll

ぢ（ま人の場台は、肖該法人のを員・を含みます。）は、次の①の各ひに掲げる者もしくは②の各号のいずれ
かに該肖し、もしくは③のさそのいずれかに該肖する行為をし、または①もしくは②にもとづく表|が1・まめに
Ｍして虚偽の申きをしたことがぢ回した垢一合には、ji加により貴公益信Ｋからのゆば金・奨学金等の交ｲ才が廃
止されても異議を申し立てず、既に貴公益信託から受給した肋成金・奨学金等の全額を直ちに貴と益信たに返
きいたします。また、これにより手数料、費ｍ、損害が圭じた場合でも、いっさい私の責任といたします。

①現在、次のをそに掲げる者（以下これらを「暴力団員等」という。）のいずれにも該肖しないことを衷りし、
かつ将来にわたっても該肖しないことを確約いたします。
Ａ.暴力団
Ｂ.暴力回員

Ｃ.暴力団員でなくなった時から５年を経るしない者
Ｄ.暴力団準構成員
Ｅ.暴力団関係企業

Ｆ.総会屋等、社会運勤等標ぼうゴロまたは特殊加能暴力集団等
Ｇ.その他前各号に準ずる者

②現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将･来にわたっても該肖しないことを確約いたし
ます。
Ａ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
Ｂ.暴力団員等が経営に実質的に関与しているとそめられる関係を有すること

Ｃ.自ご、自社もしくは第ミ者の不正の加なを回る目白力または第三者に損害を加える目白jをもってするなど、
不肖に暴力回員等を利ｍしているとおめられる関係を有すること

Ｄ.暴力団員等に対して資金等ををぽし、または便宜を供与するなどの開ぢをしていると認められる関係を有
すること

Ｅ.役員または経営に実質にJにＭ与しているせが・力団貝等と社会白りに非難されるべき関係を有すること
③自らまたは第ミ者を加ｍして次のざ号に該１する行あを行わないことを確ねいたします。
Ａ.暴力的な要求行為
Ｂ.法的な責任を超えた不肖なが求行為
Ｃ.取づ目こ関して、脅迫的な行為をレまたは暴力をｍいる行為

Ｄ.風説を流布し、偽牡を万1いまたは威力を用いて貪ぬ益信託の信yHを毀損し、または貴ぬ益信たの業務を妨
害する行為

Ｅ.その他前各号に準ずる行為

熊６・


